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   第 ５ 回   熊本県議会  建設常任委員会会議記録 

 

平成26年10月１日（水曜日） 

            午前10時１分開議 

            午前11時37分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第１号 平成26年度熊本県一般会計補

正予算（第４号） 

議案第20号 財産の処分について 

議案第24号 平成26年度道路事業の経費に

対する市町村負担金について 

議案第25号 平成26年度流域下水道事業の

経費に対する市町村負担金について 

議案第26号 平成26年度海岸事業の経費に

対する市町負担金について 

議案第27号 平成26年度地すべり対策事業

の経費に対する市町負担金について 

議案第28号 平成26年度都市計画事業、港

湾事業、急傾斜地崩壊対策事業及び砂防

事業の経費に対する市町村負担金（地方

財政法関係）について 

議案第29号 工事請負契約の締結について 

議案第30号 工事請負契約の締結について 

議案第31号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第32号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第33号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第34号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第35号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第36号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第37号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

議案第38号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

報告第４号 専決処分の報告について 

報告第５号 専決処分の報告について 

報告第35号 熊本県道路公社の経営状況を

説明する書類の提出について 

報告第36号 一般財団法人白川水源地域対

策基金の経営状況を説明する書類の提出

について 

報告第37号 熊本県住宅供給公社の経営状

況を説明する書類の提出について 

 閉会中の継続審査事件(所管事務調査)につ

いて 

報告事項 

①瀬目トンネル検討委員会・地盤検討

委員会の開催結果について 

②川辺川ダムに関する最近の状況につ

いて 

③公共工事の品質確保の促進に関する

法律の一部を改正する法律について 

――――――――――――――― 

出席委員（７人） 

        委 員 長 東   充 美 

        副委員長 緒 方 勇 二 

        委  員 山 本 秀 久 

        委  員 大 西 一 史 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 森   浩 二 

        委  員 磯 田   毅 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 土木部 

        部  長 猿 渡 慶 一 

      総括審議員兼 
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      河川港湾局長 渡 邊   茂 

       政策審議監 金 子 徳 政 

      道路都市局長 手 島 健 司 

      建築住宅局長 平 井   章 

        監理課長 成 富   守 

      用地対策課長 久 保 隆 生 

    土木技術管理課長 古 澤 章 吾 

      道路整備課長 宮 部 静 夫 

      道路保全課長 高 永 文 法 

      都市計画課長 松 永 信 弘 

      下水環境課長 宮 本 秀 一 

        河川課長 持 田   浩 

        政策監兼  

      河川開発室長 村 上 義 幸 

        港湾課長 平 山 高 志 

        砂防課長 緒 方 進 一 

        建築課長 田 邉   肇 

        営繕課長 深 水 俊 博 

        住宅課長 清 水 照 親 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 井   隆 彦 

     政務調査課主幹 松 野   勇 

――――――――――――――― 

  午前10時１分開議 

○東充美委員長 それでは、ただいまから第

５回建設常任委員会を開会いたします。 

まず、本日の委員会に２名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることといた

します。 

 それでは、本委員会に付託されました議案

等を議題とし、これについて審査を行いま

す。まず議案等について執行部の説明を求め

た後に、一括して質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、執行部からの説明は効率よく進める

ため、着座のまま簡潔にお願いいたします。 

 それでは猿渡土木部長に、総括説明をお願

いいたします。 

 

○猿渡土木部長 おはようございます。 

 今回の定例県議会に提出しております議案

の説明に先立ち、最近における土木行政の動

向について御説明申し上げます。 

 本年６月４日に、現在及び将来にわたる建

設工事の適正な施行及び品質の確保と、その

担い手の確保を目的として、いわゆる品確

法、入契法、建設業法の一部改正が公布され

ました。現在、国において、本年中をめど

に、各発注者が発注関係事務を適切かつ効率

的に運用できるよう運用指針の策定が進めら

れています。県としましては、法改正の趣旨

が達成されるよう、今後策定される指針を踏

まえ、適切な入札契約制度の運用に努めてま

いります。 

 去る８月20日、広島県において大規模な土

砂災害が発生しました。このため、直ちに県

内市町村長に対しまして、災害情報の収集・

伝達や避難勧告等の発令及び住民に早期避難

を促す予防的避難の実施など警戒体制の強化

を要請しました。 

 また、広域本部長と地域振興局長に対しま

しては、市町村への土砂災害警戒情報等の的

確な情報伝達を指示しました。 

 さらに、９月10日には、市町村職員を対象

とした土砂災害担当者会議を開催し、改めて

警戒避難体制の強化を要請したところです。 

 引き続き、土砂災害対策として、砂防設備

等のハード整備はもとより、ソフト対策とし

て土砂災害警戒区域等の早期指定に向けて取

り組んでまいります。 

 それでは、今定例県議会に提案しておりま

す土木部関係の議案について御説明いたしま

す。 

 今回提案しております議案は、補正予算関

係議案１件、条例等関係議案16件、報告関係

５件でございます。 

 初めに、補正予算の概要について御説明い

たします。 

 今回の９月補正予算は、砂防激甚対策特別

緊急事業に係る国庫補助事業の内示増のほ
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か、本年６月下旬から７月下旬にかけて断続

的に発生した豪雨や台風に伴う河川など公共

土木施設の災害復旧関係事務に要する経費

で、合計で４億5,450万8,000円の増額補正を

お願いしております。 

 次に、条例等関係議案につきましては、財

産の処分について１件、公共事業に係る市町

村負担金について５件、工事請負契約の締結

について２件、道路管理瑕疵関係の専決処分

の報告及び承認について８件、計16件の御審

議をお願いしております。 

 報告案件につきましては、職員の交通事故

に係る専決処分の報告について２件、熊本県

道路公社を初めとした関係団体の経営状況を

説明する書類の提出について３件、計５件を

御報告させていただきます。 

 その他報告事項につきましては、瀬目トン

ネル検討委員会・地盤検討委員会の開催結果

についてほか２件について御報告させていた

だきます。 

 以上、議案の概要等を総括的に御説明申し

上げましたが、詳細につきましては、担当課

長から説明いたしますので、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 今後とも、各事業の推進に積極的に取り組

んでまいりますので、委員各位の御支援と御

協力をよろしくお願いをいたします。 

 

○東充美委員長 次に、付託議案等について

関係課長から順次説明をお願いいたします。 

 

○成富監理課長 監理課でございます。 

 本日は、説明資料としまして建設常任委員

会説明資料を１冊、経営状況を説明する書類

３冊を準備しております。また、その他報告

事項としまして、３件の報告資料を準備して

おります。 

 それでは、お手元の建設常任委員会説明資

料をお願いいたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成26年度９月補正予算資料です。今回の

補正予算は、本年６月21日から７月10日まで

に断続的に発生した梅雨前線豪雨や台風に伴

う県管理の河川、砂防、道路の公共土木施設

の災害復旧など災害関係事業に要する経費の

ほか、国庫補助事業の内示増に伴う補正で、

合計４億5,450万8,000円の増額補正をお願い

しております。 

 上の表２段目の今回補正額ですが、一般会

計の普通建設事業については、補助事業で60

0万円、県単事業で3,620万円の増額を計上し

ております。 

 災害復旧事業としましては、補助事業で３

億7,944万3,000円、県単事業で3,286万5,000

円の増額を計上しております。 

 一般会計としましては、４億5,450万8,000

円の増額となっており、９月補正後の一般会

計の合計予算額は、３段目にあります887億

9,236万2,000円になります。 

 また、上の表、右側の特別会計について

は、補正予算の計上はありません。 

その右側、合計欄の３段目ですが、一般会

計、特別会計を合わせた今回補正後の予算額

は、951億1,101万2,000円になります。 

 また、各課別の内訳表につきましては、下

の表のとおりとなっております。 

 次に、２ページをお願いします。 

 平成26年度９月補正予算総括表でございま

す。 

 一般会計、特別会計ごとに各課ごとの補正

額とともに、右側に補正額の財源内訳を記載

しております。 

 表の最下段の、土木部合計の欄をごらんく

ださい。 

 財源内訳としまして、国庫支出金が２億4,

589万7,000円の増額、地方債が１億6,680万

円の増額、その他が740万円の増額、一般財

源が3,441万1,000円の増額となっておりま

す。 

 以上が、土木部全体の予算額の状況でござ
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います。 

 

○持田河川課長 河川課でございます。 

 委員会説明資料の３ページをお願いいたし

ます。 

 まず、最上段の河川等補助災害復旧費です

が、補正額の欄に３億7,944万3,000円の増額

を計上しております。これは、ことし６月か

ら７月にかけての梅雨前線豪雨及び台風８号

の集中豪雨により被災した合志川ほか73カ所

の災害復旧に要する経費でございます。 

 次に、３段目の河川等単県災害復旧費です

が、同じく補正額の欄に3,286万5,000円の増

額を計上しております。これは、災害復旧箇

所の調査・測量設計のための委託費でござい

ます。 

 以上、河川課の補正総額は、最下段にあり

ますとおり４億1,230万8,000円の増額で、補

正後の額は235億9,468万3,000円となりま

す。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 

○緒方砂防課長 砂防課でございます。 

 説明資料の４ページをごらんください。 

 上から１段目、砂防費の補正額といたしま

して､4,220万円を計上しております。 

 内訳としましては、２段目の単県地すべり

対策費、これは御船町の間所地区で本年７月

の梅雨前線豪雨により地すべりが再活動した

ため、対策工に係る調査・設計を行う費用で

ございます。 

 次に、３段目の単県急傾斜地崩壊対策費

は、玉名市大園地区で本年７月の梅雨前線豪

雨により崖崩れが発生したため、対策工に要

する費用でございます。 

 次に、４段目の砂防激甚災害対策特別緊急

事業費は、平成24年に阿蘇地域で発生した土

砂災害から復旧・復興の費用で、国の内示増

によるものでございます。 

 以上、補正後の予算は、最下段の補正前の

額87億9,053万4,000円に補正額4,220万円を

加え､88億3,273万4,000円になります。 

 砂防課は、以上でございます。よろしくお

願いいたします。 

 

○平山港湾課長 港湾課でございます。 

 説明資料の５ページをお願いいたします。 

 議案第20号財産処分について御説明いたし

ます。 

 本議案は、八代港内港地区の港湾用地を八

代市環境センター用地として処分する議案で

ございます。 

 概要について、６ページで御説明いたしま

す。 

 売却予定の財産は、八代港内港地区の八代

市港町286番ほか６筆の県有地である港湾用

地２万5,546.81平方メートルでございます。 

 当該地は、公有水面埋立免許を受け､八代

港内港地区に埠頭用地として埋め立て、野積

み場として利用している土地でございます。 

 売却の理由は、八代市環境センターの老朽

化に伴い、八代市が新たに整備する八代市環

境センターの用地として八代市に対し有償譲

渡するもので、売却予定価格は２億600万で

ございます。 

 本年７月７日に県に対し、県有地に係る売

却申請処分の提出がなされました。その申請

を受け、県において８月４日に熊本県財産審

議会に諮問し答申をもらいまして、本９月議

会に財産処分の議案を上程したところでござ

います。 

 港湾課は、以上でございます。よろしくお

願いいたします。 

 

○成富監理課長 ７ページをお願いいたしま

す。 

 熊本県が施工する公共事業の経費に対する

市町村負担金について、御説明させていただ

きます。 

 市町村負担金につきましては、第24号議案



第５回 熊本県議会 建設常任委員会会議記録（平成26年10月１日) 

 

 - 5 -

から第28号議案までの５つの議案を御提案申

し上げておりますが、複数の課の事業で構成

されますので、監理課から一括して説明させ

ていただきます。 

 今回の御提案に当たり、市町村に対しまし

て事業経過の明細を十分に説明し、市町村負

担金に係る同意を得た上で提案しておりま

す。 

 それでは、まず第24号議案平成26年度道路

事業の経費に対する市町村負担金についてで

ございます。左の欄が事業名、右の欄が負担

すべき金額でございますが、単県道路改築事

業改良等の３つの事業について、道路法の規

定に基づき当該事業に要する経費のうち市町

村が負担すべき金額を定めるものでございま

す。負担割合につきましては、昨年度と変更

はございません。 

 次に、８ページをお願いします。 

 第25号議案平成26年度流域下水道事業の経

費に対する市町村負担金についてでございま

すが、熊本北部流域下水道事業建設事業等６

つの事業について下水道法の規定に基づき当

該事業に要する経費のうち市町村が負担すべ

き金額を定めるものでございます。 

 昨年度との変更点は、４、熊本北部流域下

水道維持管理事業については３年ごとの見直

しで、電気代、労務単価の上昇により、流入

水量１立米当たり２円引き上げ、48円として

おります。 

 また、５、球磨川上流流域下水道維持管理

事業については、平成26年度から平成28年度

までの３年間を計画期間とする第２期経営計

画の策定に伴い、これまでの流入水量１立米

当たり97円に加えて、平成26年度に各市町村

が賄う資本費、合計6,683万7,921円の追加を

行っております。 

 次に、９ページをお願いします。 

 第26号議案平成26年度海岸事業の経費に対

する市町負担金についてでございますが、海

岸高潮対策事業等４つの事業について、海岸

法の規定に基づき当該事業に要する経費のう

ち市町が負担すべき金額を定めるものでござ

います。 

 負担割合につきましては、昨年度と変更は

ございません。 

 次に、10ページをお願いします。 

 第27号議案平成26年度地すべり対策事業の

経費に対する市町負担金についてでございま

すが、単県地すべり対策事業について、地す

べり等防止法の規定に基づき、当該事業に要

する経費のうち市町が負担すべき金額を定め

るものでございます。 

 負担割合につきましては、昨年度と変更は

ございません。 

 次に、11ページをお願いします。 

 第28号議案平成26年度都市計画事業、港湾

事業、急傾斜地崩壊対策事業及び砂防事業の

経費に対する市町村負担金(地方財政法関係)

についてでございますが、１の単県街路促進

事業から、12ページにかけまして17事業につ

いて地方財政法の規定に基づき、当該事業に

要する経費のうち市町村が負担すべき金額を

定めるものでございます。 

 昨年度との変更点は、今年度負担金の該当

のある15、急傾斜地崩壊対策事業、１事業を

追加しております。 

 13ページをお願いいたします。 

 第29号議案工事請負契約の締結についてで

ございます。 

 工事名は、翔陽高校実習棟改築その他工

事。工事内容は、鉄筋コンクリート造り３階

建て。延べ面積4,872平方メートル。工事場

所は、菊池郡大津町室1782番地地内。工期

は、契約締結の日の翌日から平成27年８月31

日まで。契約金額は、８億9,100万円、消費

税込みです。契約の相手方は、三和・宇都宮

建設工事共同企業体。契約方法は、一般競争

入札でございます。 

 次に、14ページをお願いいたします。 

 第29号議案の入札契約及び入札結果につい
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てでございます。 

 １の競争入札に参加する者に必要な資格と

して、建設工事の種類は建築一式工事。共同

企業体の構成員数は２者。格付等級は、代表

構成員及び構成員２ともに建築一式工事のＡ

１等級であること。営業所の所在地に関して

は、代表構成員、構成員２ともに熊本県内に

主たる営業所を有すること。施工実績に関し

ましては、代表構成員は請負金額の7.2億円

以上の施工実績を有すること、構成員２につ

いては設定なしです。配置予定技術者の施工

経験に関しましては、同様の設定をしており

ます。 

 ２の評価に関する基準ですが、本工事は入

札時に施工計画書等の提出を求め、技術評価

で入札価格を総合的に評価して落札者を決定

する施工体制確認型総合評価方式で実施して

おります。 

 施工計画としては、ＲＣ造３階建て校舎の

改築工事を生徒及び職員がいる中で行わなけ

ればならないことから、次のような課題を設

定し、提出された施工計画書等の評価に基づ

く技術評価点を入札価格で除して算定した評

価値が最高の業者を落札者としております。 

 15ページをお願いいたします。 

設定した課題は品質管理に関する技術提案

及び施工上の課題として、おのおのの内容は

記載のとおりでございます。 

 ３の開札及び総合評価の結果でございます

が、入札には２社の建設工事共同企業体が参

加し、平成26年６月18日に開札を行い、評価

値を算出しております。その結果、技術評価

点が121.70で８億4,070万、税抜きの予定価

格に対しまして、８億2,500万、税抜きで入

札した三和・宇都宮建設工事共同企業体が評

価値14.7515となり、落札を決定しておりま

す。 

 17ページをお願いいたします。 

 第30号議案工事請負契約の締結についてで

ございます。工事名は、高森高校教室棟改築

その他工事。工事内容は、木造、鉄筋コンク

リート造り、鉄骨造り、平屋一部２階建て、

延べ面積1,997平方メートル。工事場所は、

阿蘇郡高森町高森1557番地地内。工期は、契

約締結の日の翌日から平成27年11月30日ま

で。契約金額は、５億598万円、消費税込み

です。契約の相手方は橋本･アスク建設工事

共同企業体。契約の方法は、一般競争入札で

ございます。 

 次に18ページをお願いいたします。 

 第30号議案の入札経緯及び入札結果につい

てでございます。 

 １の競争入札に参加する者に必要な資格と

して、建設工事の種類は建築一式工事。共同

企業体の構成員数は２者。格付等級、代表構

成員及び構成員２ともに建築一式工事のＡ１

等級であること。営業所の所在地に関して

は、代表構成員、構成員２ともに熊本県内に

主たる営業所を有すること。施工実績に関し

ましては、代表構成員は請負金額の4.2億円

以上の施工実績を有すること。構成員２につ

いては、設定なしです。配置予定技術者の施

工経験に関しましては、同様な設定をしてい

ます。 

 ２の評価に関する基準ですが、本工事は入

札時に施工計画書等の提出を求め、技術評価

と入札価格を総合的に評価して落札者を決定

する「施工体制確認型総合評価方式」で実施

しております。 

 施工計画としては、木造、鉄筋コンクリー

ト構造、鉄骨造、平屋一部２階建て校舎の改

築工事を、生徒及び職員がいる中で行わなけ

ればならないことから、次のような課題を設

定し、提出された施工計画書等の評価に基づ

く技術評価点を入札価格で除して算定した評

価値が最高の業者を落札者としております。 

 19ページをお願いします。 

 設定した課題は、品質管理に関する技術的

提案及び施工上の課題として、おのおの内容

は記載のとおりでございます。 
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 ３の開札及び総合評価結果でございます

が、入札には３社の建設工事共同企業体が参

加し、平成26年６月25日に開札を行い、評価

値を算出しております。 

 その結果、技術評価点が109.60で４億9,57

0万円(税抜き)の予定価格に対しまして、４

億6,850万円(税抜き)で入札した橋本・アス

ク建設工事共同企業体が評価値23.3938とな

り、落札を決定しております。 

 工事請負契約関係につきましては、以上で

ございます。 

 

○高永道路保全課長 道路保全課でございま

す。 

 道路の管理瑕疵に関する専決処分の報告及

び承認については、説明資料21ページの第31

号議案から36ページの第38号議案までの８件

でございます。 

 まず、資料の21ページの第31号議案でござ

いますが、詳細は右ページの概要にて説明い

たします。 

 本件は、平成25年７月23日午前７時20分ご

ろ、下益城郡美里町砥用の一般国道218号

で、和解の相手方が普通乗用自動車で進行

中、砥用トンネルの坑口の上部にあった折れ

た木の枝が落ちて直撃し、ルーフパネルを破

損したものであります。 

 賠償の考え方につきましては、本件は直撃

事案であり、運転者が事前にこれを予見し回

避することは困難であることを考慮して、修

理額の全額である10万7,687円を賠償してお

ります。 

 次に、資料の23ページの第32号議案でござ

いますが、右ページの概要をお願いします。 

 本件は、平成26年４月５日午前７時20分ご

ろ、阿蘇郡高森町大字永野原の一般国道325

号で、和解の相手方が軽四輪乗用自動車で進

行中、舗装の亀裂によって生じた浮き上がり

による段差に乗り上げ、左前輪がパンクなど

をしたものであります。 

 賠償の考え方につきましては、運転者が道

路状況に応じた適切な運転をしていれば衝突

を回避できた可能性があることを考慮して、

修理費の３割に当たる3,655円を賠償してお

ります。 

 次に、資料の25ページの第33号議案でござ

いますが、右ページの概要をお願いします。 

 本件は、平成26年４月６日午後３時ごろ、

球磨郡山江村山田の一般県道相良人吉線で、

和解の相手方が所有する普通乗用自動車が進

行中、前方に倒竹及び停車車両を発見したた

め停車したところ、別の倒竹が直撃し、フロ

ントガラスなどを破損したものであります。 

 賠償の考え方につきましては、本件は直撃

事案であり、運転者が事前にこれを予見し回

避することは困難であることを考慮して、修

理額の全額である61万6,000円を賠償してお

ります。 

 次に、資料の27ページの第34号議案でござ

いますが、右ページの概要をお願いします。 

 本件は、平成26年４月10日午前５時30分ご

ろ、芦北郡芦北町米田の一般県道天月湯浦線

で、和解の相手方が普通乗用自動車で進行

中、進行方向左側ののり面から落ちていた石

に衝突し、左前輪をパンクなどしたものであ

ります。 

 賠償の考え方につきましては、運転者が道

路状況に応じた適切な運転をしていれば衝突

を回避できた可能性があることを考慮して、

自動車の修理費の３割に当たる３万368円を

賠償しております。 

 次に、資料29ページの第35号議案でござい

ますが、右ページの概要をお願いします。 

 本件は、平成26年５月13日午後３時ごろ、

球磨郡球磨村神瀬の一般国道219号で、和解

の相手方が所有する普通貨物自動車が進行

中、進行方向左側ののり面からの落石が直撃

し、フロントガラスを破損したものでありま

す。 

 賠償の考え方につきましては、本件は直撃
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事案であり、運転者が事前に本件を予見し回

避することは困難であることを考慮して、修

理費の全額である９万7,502円を賠償してお

ります。 

 次に、資料の31ページの第36号議案でござ

いますが、右ページの概要をお願いします。 

 本件は、平成26年５月14日午後８時ごろ、

合志市野々島の主要地方道大津植木線で、和

解の相手方が普通乗用自動車で進行中、路上

にできていた穴ぼこに左前後輪を落下させ、

タイヤホイール等を破損したものでありま

す。 

 賠償の考え方につきましては、運転者が道

路状況に応じた適切な運転をしていれば、衝

突を回避できた可能性があることを考慮し

て、自動車の修理費の７割に当たる26万3,13

0円を賠償しております。 

 次に、資料の33ページの第37号議案でござ

いますが、右ページの概要をお願いします。 

 本件は、平成26年６月４日午前１時10分ご

ろ、上天草市龍ヶ岳町大道の一般国道266号

で、和解の相手方が所有する軽四輪乗用自動

車が進行中、進行方向左側の雑木林から樹木

が倒れてくるのを発見し、急ブレーキをかけ

るなど回避措置を講じたものの間に合わず樹

木に衝突し、フロントガラスなどを破損した

ものであります。 

 賠償の考え方につきましては、本件は運転

者が衝突直前に樹木が倒れてくるのを発見し

ており、走行中の自動車への直撃事案ではな

いものの、前方上空から路上に倒れてきた樹

木との衝突事故であり、運転者がハンドル操

作や急ブレーキによる回避を行うことは困難

であることを考慮して、修理費の全額である

56万8,000円を賠償しております。 

 最後に、資料の35ページの第38号議案でご

ざいますが、右ページの概要をお願いしま

す。 

 本件は、平成26年６月４日午前７時50分ご

ろ、八代市坂本町古屋敷の一般県道坂本人吉

線で、和解の相手方が普通乗用自動車で進行

中、進行方向左側ののり面からの落石が直撃

し、助手席ドアなどを破損したものでありま

す。 

 賠償の考え方につきましては、本件は直撃

事案であり運転者に事前に本件を予見し回避

することは困難であることを考慮して、修理

費の全額である８万3,977円を賠償しており

ます。 

 道路保全課関係の提出議案は、以上でござ

います。よろしくお願いします。 

 

○成富監理課長 監理課でございます。 

 37ページをお願いします。 

 報告第４号専決処分の報告についてでござ

います。 

 職員に係る交通事故の和解、損害賠償額の

決定について。地方自治法第180条第１項の

規定により行いました専決処分の報告でござ

います。 

 詳細につきましては、38ページの概要によ

り説明させていただきます。 

 この事故は、平成26年３月29日午後０時55

分ごろに、宇城市三角町で発生したもので、

相手方との示談交渉の結果、県の過失100％

で合意し、損害賠償額は８万2,600円でござ

います。 

 事故の状況といたしましては、県央広域本

部技術管理課職員の公用車にて走行している

途中、対向車である相手方車両が中央線付近

を走行していることに気づきブレーキをかけ

ましたが、スリップして中央線を越え、相手

方車両と衝突したものでございます。 

 次に、39ページをお願いします。 

 報告第５号専決処分の報告についてでござ

います。 

 詳細につきましては、40ページの概要によ

り説明させていただきます。 

 この事故は、平成26年５月20日午後０時20

分ごろに、阿蘇市黒川地内で発生したもの



第５回 熊本県議会 建設常任委員会会議記録（平成26年10月１日) 

 

 - 9 -

で、相手方との示談交渉の結果、県の過失10

0％で合意し、損害賠償額は35万2,880円でご

ざいます。 

 事故の状況といたしましては、阿蘇地域振

興局維持管理調整課職員が公用車にて走行

中、前方を走る相手方車両が急停車したた

め、職員がブレーキをかけましたがスリップ

して、相手方車両に衝突したものでございま

す。 

 以上、職員の交通事故に係る専決処分の報

告について御説明いたしましたが、損害賠償

額は県が加入している損害賠償保険で対応し

たものでございます。 

 職員の交通事故防止、交通違反防止につき

ましては、さらに徹底を図るよう取り組んで

まいりたいと考えております。 

 監理課の説明は、以上です。よろしくお願

いいたします。 

 

○宮部道路整備課長 道路整備課でございま

す。 

 資料41ページ、報告第35号の熊本県道路公

社の経営状況を説明する書類の提出について

でございますが、お手許に配付してございま

す冊子により説明させていただきます。 

 まず、１ページをお願いいたします。 

平成25事業年度事業報告書でございます

が、道路公社の設立目的、事業の概要及び実

施状況を記載してあります。 

 下のほうに事業実施状況を記載しておりま

すが、①松島道路につきましては、料金徴収

業務及び道路維持管理業務を行いました。ま

た、利用促進を図るため、料金表や路線図等

の情報公開をしたり、リーフレット等を配布

いたしました。 

 また、②松島有明道路につきましては、熊

本県から維持管理業務を受託し業務を行いま

した。 

 次に、２ページをお願いいたします。 

松島有料道路の通行台数及び通行料金収入

の状況を記載してあります。 

 上の通行台数状況表から下側でございます

が、平成25年度の通行台数合計は、約192万

台、１日当たり約5,250台でございました。

計画を約40％上回る御利用がございました。 

 下に料金収入状況を示しておりますが、通

行料金収入の合計は約３億5,000万円、日平

均収入約97万円で、計画収入金額を約16％上

回ることができました。 

 次に、３ページの貸借対照表でございま

す。これは、26年３月31日現在における財務

状況を示しております。 

 左側の資産の部は、流動資産及び固定資産

を合わせた約43億3,640万円余となっており

ます。 

 右側は、負債及び資本の部でございます。 

 内訳としましては、中ほどに道路建設のた

めに借り入れた借入金の残高や償還準備金等

の(負債合計)のところでございますが、約28

億2,300万円余、また下段の(資本合計)額の

ところでございますが、県からの支出金等約

15億1,340万円余を計上しております。 

 なお、松島有料道路が開通した平成14年度

以降は、発生した利益を全て償還準備金に繰

り入れているため、当期利益の欄のところで

ございますが、ゼロ円で計上しております。 

 次に、４ページの25事業年度の損益計算書

でございます。 

 まず、右側の収益の部を御説明いたしま

す。 

 平成25年度の松島有料道路の料金収入及び

松島有明道路の受託業務収入等で、合計額は

約３億7,400万円余となっております。 

 続きまして、左側の費用の部ですが、内訳

としまして一般管理費や道路の維持管理を行

うための業務管理費、さらには引当損とし

て、災害など将来予期し得ない不測の事態に

対応するための道路事業損失補填引当損や建

設資金を償還するための償還準備金繰入額等

を計上しております。 
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 なお、一般的な利益に相当する25年度の償

還準備金繰入額は約１億8,000万円余でござ

いました。 

 次に、５ページの財産目録でございます。

これは､26年３月末時点での道路公社の財産

の状況でございます。 

 資産を５ページに、そして負債を次のペー

ジの６ページに記載しております。 

 内容は、先ほど３ページで御説明いたしま

した貸借対照表と同様でございますので、説

明につきましては割愛させていただきます。 

 続きまして、７ページの平成26事業年度事

業計画書でございます。 

 １の松島有料道路事業ですが、今年度も料

金徴収業務や道路維持管理業務を行います。

また、さらなる利用促進を図るため、リーフ

レット配布や関係団体へのＰＲに力を注いで

まいります。 

 ２の松島有明道路維持管理業務につきまし

ては、昨年に引き続き維持管理業務を県から

受託しております。 

 次に、８ページの平成26事業年度収支予算

書でございます。 

 収入としましては、短期借入金１億7,500

万円余、また通行料金収入として３億4,400

万円など、合計としまして５億3,900万円余

を計上しております。 

 支出の内訳としましては、一般管理費5,80

0万円余、道路管理費１億2,000万円余、建設

費用等の元金償還金として２億9,400万円余

等を予算計上しております。 

 最後に、９ページ以降に決算付属諸表を添

付しております。 

 資料の説明は以上でございますが、本有料

道路を利用していただいております車の台数

は、松島有明道路供用開始の平成19年度以

降、毎年計画台数を上回っております。また

料金収入もふえておりまして、道路公社の経

営は安定している状況でございます。 

 以上、熊本県道路公社の経営状況の説明を

終わらせていただきます。 

 

○持田河川課長 42ページの報告第36号でご

ざいますが、お手元に一般財団法人白川水源

地域対策基金の経営状況を説明する書類を置

いておりますので、こちらに沿って説明させ

ていただきます。 

 １ページをお願いいたします。 

 １の事業ですが、本法人は、立野ダム建設

に伴い必要となる水没地域の住民の生活再建

及び水没関係地域の振興に必要な措置に対す

る資金の交付及び調査などを行うことを目的

として設立をされた法人でございます。法人

の設立は、平成５年３月で、同年から南阿蘇

村、法人設立時は旧長陽村でしたが、この地

域整備計画に基づく事業に対し助成を行って

おります。 

 その下、１の一般財団法人への移行につい

てですが、本法人は民法の規定により設立さ

れた財団法人でありましたが、公益法人制度

改革関連の３法に基づき、平成26年４月１日

付で一般財団法人へ移行いたしました。な

お、法人の業務内容、役員等は、旧法人と変

更はございません。 

 次の、２の水没関係地域の振興及び環境整

備に必要な措置に対する資金の交付について

ですが、本法人の助成対象とする事業につき

ましては、平成21年度末をもってダム建設の

工程とかかわりなく進めることができる事業

は全て完了しております。残る事業につきま

しては、ダムの完成後にその跡地などを利用

するなどして実施することとなっているた

め、平成22年度以降助成事業は休止しており

ます。したがいまして、平成25年度の実施事

業はございません。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 平成25年度決算の収支計算書でございま

す。 

 決算額の欄をごらんください。平成25年度

の収入は、基本財産運用益などの受け取り利
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息で、当期収入合計Ａの欄の５万157円でご

ざいます。 

 支出は、助成事業の支出がございませんで

したので、全て事務費の支出でございます。 

 当期支出合計は、当期支出合計Ｂの欄の25

万3,433円でございます。 

 最下段の当期収支差額は、20万3,276円の

マイナスとなっております。 

 続きまして、６ページをお願いいたしま

す。 

 ６ページは、平成26年３月31日現在の貸借

対照表でございます。当年度の上段１の流動

資産が400万3,009円、２の固定資産のうち基

本財産が300万となっております。基本財産

額につきましては、もともと3,000万でござ

いましたが、今後の残事業への助成に充てる

ため、一般財団法人への移行に向けて2,700

万円を取り崩しが可能な特定資産へ振りかえ

ております。 

 基本財産と特定資産を合計した固定資産合

計が3,000万円、資産合計が3,400万3,009円

でございます。 

 続きまして、ずっと飛びますが11ページを

お願いいたします。 

 平成26年度の事業計画書でございます。 

 まず、１の関係地方公共団体等が講ずる水

没関係地域の振興及び環境整備に必要な措置

に対する資金の交付でございますが、平成26

年度も引き続き事業の予定はございません。 

 また、２のダム建設に伴い必要となる情報

交換及び連絡につきましては、国、関係市

町、南阿蘇村などとの情報交換など及び理事

会、評議会の開催を予定しております。 

 続きまして、12ページをお願いいたしま

す。 

 平成26年度の収支予算書でございます。 

 先ほど御説明しましたとおり、平成26年度

の事業の予定はございませんので、法人の管

理に係る収支のみを計上しております。 

 以上で、一般財団法人白川水源地域対策基

金の経営状況の説明を終わります。御審議の

ほど、よろしくお願いいたします。 

 

○清水住宅課長 住宅課でございます。 

 43ページの報告第37号熊本県住宅供給公社

の経営状況につきまして、別冊の資料に沿っ

て説明いたします。 

 別冊資料の１ページ目をお願いいたしま

す。 

 平成25年度事業の実施状況でございます。 

 (1)の分譲事業ですが、光の森、宇土・入

地ニュータウンなどで合計15区画を分譲いた

しました。 

 (2)の賃貸管理事業ですが、宇城市、熊本

市の３団地で合計138戸の公社賃貸住宅を管

理・運営するとともに、公社ビルの管理事業

等を実施いたしました。 

 (3)の管理受託住宅管理事業ですが、県営

住宅及び都市再生機構住宅等の管理事業を受

託いたしました。 

 (4)その他事業といたしまして、光の森に

おきまして常設の総合住宅展示事業を実施い

たしました。 

 次に、２ページをお願いいたします。 

 ２ページと３ページが貸借対照表でござい

ます。 

 まず２ページの資産でございますが、当期

決算額の最上段、流動資産の合計が14億円余

となっております。流動資産のうち現金預金

が12億円余と、前期に比べ１億6,000万円余

増加しておりますが、これは分譲事業資産の

販売と借入金返済が進んだことが主な要因で

ございます。 

 中段からが固定資産でございます。 

 資産合計といたしましては、最下段に記載

のとおり34億3,000万円余となっておりま

す。 

 次に３ページが、負債及び資本でございま

す。 

 上段が未払金などの流動負債で、２億3,00
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0万円余となっております。 

 中段が固定負債でございまして、負債合計

額が４億7,000万円余でございます。 

 下段の資本金の欄でございますが、資本金

が1,000万円、これは全額県の出資金でござ

います。剰余金が29億4,000万円余で、負債

及び資本の合計が34億3,000万円余となって

おります。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 損益計算書でございます。 

 まず、事業収益が当期決算額の一番上の段

でございますが、８億3,000万円余でござい

ます。 

 次に、中段の事業原価でございますが、６

億8,000万円余、事業利益が１億1,000万円

余、これから経常費用等を差し引いた当期純

利益が、最下段でございますが、4,000万円

余となっております。 

 ５ページは剰余金計算書、６ページから７

ページはキャッシュフロー計算書、８ページ

から11ページは財産目録でございますが、内

容は資料記載のとおりでございます。 

 それでは、12ページをお願いいたします。 

12ページは、平成26年度の事業計画でござ

います。 

 (1)の分譲事業でございますが、光の森、

宇土・入地ニュータウンなどで合計29区画の

分譲を予定しております。 

 (2)の賃貸管理事業及び(4)のその他事業に

つきましては、平成25年度とほぼ同じ内容で

事業を進めてまいります。 

 (3)の管理受託住宅管理事業でございます

が、平成26年度までは県営住宅の指定管理を

受託してまいります。 

 次に、13ページをお願いいたします。 

 平成27年３月30日時点における予定貸借対

照表ですが、負債及び資本の合計が34億2,00

0万円余となっております。 

 次に、14ページをお願いいたします。 

 予定損益計算書でございますが、最下段に

記載しておりますとおり、平成26年度の純利

益といたしましては、7,000万円余を見込ん

でおります。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○東充美委員長 以上で執行部の説明が終わ

りましたので、これから質疑に入りたいと思

います。 

 ただいままでの説明において質疑はござい

ませんか。 

 

○大西一史委員 監理課にお尋ねですけれど

も、いろいろ補助災害の復旧事業であるとか

いろいろ出ておりまして補正も出てますが、

前回の委員会のときに少し話題になりました

けれども、公共事業の発注状況ですよね。あ

れが全国と比べると非常に契約率が落ちてい

るよという話、これは監理課じゃないですか

ね。まあ、どこでも結構なんですが、私も前

回の委員会のときはこれが必ずしも熊本県の

場合は災害等のあれもあって、経済対策の契

約が、あるいは執行状況が非常に低いという

ことは、ある程度国のほうに特別な事情があ

るということは言うようにということで申し

上げて、それはそういうふうにされていると

いう後から報告をいただきましたけれども、

９月末現在でどんな状況かというのをちょっ

と教えていただきたいということなんですけ

れども。 

 

○古澤土木技術管理課長 ９月末の発注率で

ございますけども、今現在、各振興局のほう

で取りまとめ中でございます。今週末10月３

日に土木部所管につきましては、我々のほう

の土木技術管理課のほうに報告いただけるよ

うにしておるところでございます。 

 先生の御指摘のように、６月末の実績で国

の目標に達しませんでした。それで土木部と

いたしましては出先機関長会議だとか出先の
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課長さん等で早期発注の依頼を急いでます。

また本庁の事業課でも連絡会議を設けまし

て、事業の進捗状況だとかあるいは早期発注

に向けても管理を努めてまいりました。今現

在、９月末の集計中でございますけども、こ

れらのことをやりまして、国の要請について

はおおむね達成できるんじゃないかなという

ふうに思っております。 

 ９月末の発注率が、先ほど言いましたが10

月３日ぐらいに取りまとめまして、来週末に

土木部として県の財政課のほうに報告させて

いただいて、県全体の報告は、財政課の話に

よりますと10月の中旬ごろに総務省に報告と

いうようなことを聞いております。 

 で、先ほどの発注率につきましてですけど

も、土木部関係のやつがまとまればですね、

委員会のほうに、委員長の了解が得られれ

ば、土木部だけでも先に御報告できればと思

っております。 

 以上でございます。 

 

○大西一史委員 今の状況だと、９月末まで

に平成25年度の補正予算、国の要請だと９割

以上を執行して､26年度の予算で６割以上執

行すると、これはもう達成できるという見込

みだというふうに受けとめていいということ

ですかね。 

 

○古澤土木技術管理課長 そのように考えて

おります。 

 

○大西一史委員 契約率だけが全てではない

と思いますし、これはあくまでも景気のいろ

いろな循環を促進をしていくために、よりそ

の発注をきちっと急ぎなさいというのが国の

ほうの要請だろうというふうに思いますが、

やっぱり熊本県の今の現状を考えると人手不

足とかいろんな状況もある中で、なかなかこ

れはきちんとした状況を見ながら、発注をた

だ単に急ぐというんじゃなくて、そういう平

準化とかということも含めてトータルで見て

いかなければいけないのかなというふうに思

います。 

 新たに、こうやって補正でもいろいろ復旧

事業も出てきますので、これから秋から冬に

かけてというのはなかなか、人手もなかなか

足りなくなるというような話を聞いておりま

すので、そういったことをきちっと対策がで

きるように体制と、それから発注のそのやっ

ぱり状況をよく見ながら、相手方の状況もよ

く見ながら、この辺はやっていただきたいと

いうことをお願いをしておきます。 

 それともう１点、報告事項の中にあった道

路公社の経営状況の説明がありましたけれど

も道路公社は非常に順調に推移をしていると

いうことで、松島道路、有料道路のほうは交

通量、利用台数も非常にふえているというこ

とで望ましいと思いますが、これ実はいろい

ろ要望で、ＥＴＣであるとかというのに対応

をできないかという話も、私のところに幾つ

かきてるんですけれども、その辺は今どんな

状況ですかね、今後……。 

 

○宮部道路整備課長 今、委員の御質問は、

無料、無利子……。 

 

○大西一史委員 違う、違う。ＥＴＣ、ＥＴ

Ｃ。要はゲートの……。 

 

○宮部道路整備課長 ＥＴＣの活用ですが、

現在そのＥＴＣをするためには、やっぱりそ

れの施設の費用がかかります。現在のところ

は、そのＥＴＣ対応というところは、そうい

う費用も含めまして、現在のところはちょっ

と考えておりません。 

 以上でございます。 

 

○大西一史委員 検討もしてないということ

ですかね。 
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○宮部道路整備課長 そのＥＴＣに対応でき

るかどうかというその検討はする中で、やは

り費用面、その施設をつくる、対応できるそ

の施設を導入できるかどうかというところも

今検討はする中で、現時点ではＥＴＣの対応

というのはちょっと見送っているという状況

でございます。 

 

○大西一史委員 将来的には見込みが、今料

金が安いですからね、200円ですよね。だか

ら、やっぱりずっと通られる方も、もうちょ

っと楽に、面倒くさくないようにしたほうが

いいとかいう話は聞こえてきているんですよ

ね。だから、現時点ではたぶん費用対効果で

いくと余りメリットもないしということだろ

うというふうに思いますけれども、今後、区

間が延びてきて整備が進んでいけば、将来的

にはそれはＥＴＣとかということが、効果が

出れば考えるということはあり得るというこ

とでしょうから、その辺も状況を見ながら、

今からこれ台数もふえていくでしょうから、

その辺も見ながら検討していただければとい

うふうに思います。 

以上です。 

 

○東充美委員長 以上ですね。 

ほかにございませんか。 

 

○吉永和世委員 落石対策ですよね。建設委

員会は久しぶりに来たんですけれども、これ

は落石というので事故等が起こっているのが

ありますが、十数年前、天草で落石で死亡事

故があったというのを記憶していますが、あ

れは私の同級生だったんですよ。そういうの

があって、落石対策というのは非常にやはり

重要だというのは思っているんですけども、

通常の落石対策には調査をして対策をとって

ますという、そういった対策というのは普段

から行われてるのか、それとも落石があって

それから調査して対策をするとか、そういっ

た感じなのか、そこら辺はどうなんですか

ね。 

 

○高永道路保全課長 落石等も含めまして防

災に関する点検は、平成８年度に防災総点検

やって、計画的に対策を進めてきておるとこ

ろでございますけども、最近においてはそれ

に加えまして防災点検を追加してやっており

ます。この防災点検につきましては、来年度

までかかる見込みではございますけども、こ

れまでの危険箇所に加えて新たに把握できた

危険箇所について、うちの防災の整備計画に

反映させて、重点的に、緊急性の高いところ

から重点的に対策を進めてるところではござ

います。ただ、整備率がまだまだ低うござい

まして、なかなか落石等の数が、落石の事故

が減ってないような状況にございます。 

 以上でございます。 

 

○吉永和世委員 計画的にやっていらっしゃ

るということで安心はしますが、一つ間違え

ると人命にかかわる問題になりますので、で

きればこれまで以上に積極的に推進していた

だければというふうに思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 

○東充美委員長 よろしいですか。 

 じゃ、ほかに質疑はありませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○東充美委員長 なければ、これで質疑を終

了いたします。 

 ただいまから、本委員会に付託されました

議案第１号、第20号及び第24号から第38号ま

でについて一括して採決したいと思います

が、御異議ございませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○東充美委員長 異議なしと認めます。一括

して採決いたします。 

 議案第１号ほか16件について、原案のとお

り可決または承認することに御異議ありませ
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んか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○東充美委員長 御異議なしと認めます。よ

って、議案第１号ほか16件は原案のとおり可

決または承認することに決定をいたしまし

た。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査にすることを議長に申し出ることと

してよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○東充美委員長 それでは、そのように取り

計らいます。 

 次に、その他に入ります。 

 執行部から、報告の申し出が３件あってお

ります。 

 まず報告について執行部の説明を求めた

後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、関係課長から説明をお願いいた

します。 

 

○高永道路保全課長 道路保全課の高永で

す。 

 それではまず８月27日開催の瀬目トンネル

検討委員会・地盤検討委員会の開催結果につ

いて、御報告いたします。 

 瀬目トンネルの概要については、報告事項

１の２枚目の位置図、トンネル諸元及び状況

写真をごらんいただきたいと思います。 

 五木村瀬目地内にある瀬目トンネルは、川

辺川ダム事業により国道445号のつけかえ道

路として平成７年10月に完成し、平成８年３

月に供用開始した延長695メーターのトンネ

ルでございます。 

 ３枚目の平面図をごらんください。 

 平面図の左側が五木村役場がある頭地方面

になります。右側が人吉方面で、下側に川辺

川が流れております。現在のトンネルは、平

面図中段付近に緩くカーブして記載しており

ます。トンネルには数字の２から偶数番号で

66番までスパンの番号を振っております。１

スパンは10メーターあります。66スパンのす

ぐ左側が北側坑口、スパン２の右側が、表に

隠れて見えませんが、南側坑口がございま

す。 

 瀬目トンネルは供用開始から約４年半が経

過しました平成12年10月に、赤色で着色して

おります中央付近の41スパンの覆工コンクリ

ートの剥離が確認されたことから、変異観測

機器を設置しトンネル変状等の監視体制を構

築するとともに、Ｈ型鋼製支保工を設置する

などの応急対策を実施してまいりました。 

 現在のトンネル変状区間は、赤、橙、黄色

で着色した区間34スパンから47スパンまでの

140メーター区間でございます。この区間に

は、上側と下側にトンネルからひげみたいな

線が出ておりますが、これは地すべりブロッ

ク内にある地下水を排除するためにトンネル

内から掘られた排水ボーリングです。 

 25日午前８時50分に感知したトンネルの異

状は､44スパンに設置しております伸縮計が

異状を感知したものです。このことについて

は、後ほど説明いたします。 

 それでは、合同委員会の開催結果について

説明します。１枚目をごらんください。 

 議題は、１、(1)に記載の①から③の３項

目です。 

 (2)委員会の取りまとめ概要をごらんくだ

さい。 

 議題①のモニタリング調査については、ト

ンネル変状が継続して進展しているため、今

後もモニタリング調査を継続し、トンネルの

変状を注視していく必要があると。トンネル

変状に影響を与える地すべりの動きは年間５

ミリ程度と緩慢であるが、定常的に継続して

いるため、経過観察としてモニタリング調査

を継続して行う必要があると。 

 当面の安全は確保されており、引き続き現

監視体制を継続していく必要があるといった
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ことが取りまとめられております。 

 次に、議題②の地質調査(ボーリング調査)

結果についてですが、調査の結果、北側坑口

付近に緩んでいる部分があることが判明した

ことから、その原因を見きわめるため追加の

地質調査を行う必要があると取りまとめられ

ております。 

 このことを３枚目、平面図を見ながら具体

的に説明いたします。 

 現在のトンネルの上側に赤の波線で、想定

迂回トンネルルートを示しております。地す

べりブロックは、橙色の実線で囲まれた範囲

を想定しております。地すべり面が、地表か

ら約90メーターの深さにありますので、想定

迂回ルートは水平方向で、最大約150メータ

ー、現在のトンネルより山深く逃げた位置を

通ります。赤、橙、黄色で着色したトンネル

変状区間140メーターが、地すべりブロック

のほぼ中央付近に位置しております。想定迂

回トンネルルートが現在動いている地すべり

と将来地すべりに発展するおそれのある部分

を避けているかを確認するために、ボーリン

グなどの地質調査を実施してまいりました。 

 想定迂回トンネルルートは、地すべりブロ

ックなどをおおむね避けているとの合同委員

会の意見ですが、赤の波線の左側付近に緑色

の四角の印がある点、ＢＶ２５－４Ｌ＝90メ

ーター、ＢＶ25－4調査完了、鉛直ボーリン

グ・通常と緑色で書かれておりますが、この

点で実施したボーリングコアに亀裂が多く見

られております。取りまとめの文章に北側坑

口付近に緩んでいる部分があることが判明し

たとは、このことを指しております。その原

因を見きわめるため、追加の地質調査を行う

必要があると取りまとめられました。 

 議題③の抜本的対策案では、迂回ルートに

ついてはこの追加の地質調査結果を踏まえ、

さらに検討する必要があると取りまとめられ

ております。 

 最後に、今後の対応としまして、今後早急

に地質調査を完了させ、再度、迂回ルート等

について合同委員会に諮った上で抜本的対策

を決定する予定です。 

 合同委員会の開催結果は以上でございます

が、瀬目トンネル関連報告としまして、瀬目

トンネルの通行どめについて４ページを追加

させていただいておりますので、御報告いた

します。 

 通行どめの概要についてですが、先週の木

曜日９月25日午前８時50分に、トンネル内の

44スパンに設置しております内空伸縮計にお

いて、谷側、川辺川側になりますけども、最

下段部の数値が通報基準値である１分間に0.

4ミリを超える、１分間に0.6ミリの変異を観

測したため、瀬目トンネル危機管理要領に基

づき全面通行どめを行うとともに、緊急点検

を実施しました。 

 迂回路については、川辺川対岸の相良村及

び五木村の村道などを約8.5キロ迂回路とし

ております。距離で約1.5キロメーター、所

要時間で約10分増加しております。 

 次に緊急点検の中間報告ですが、(1)目視

点検の結果は、覆工コンクリートやＨ型鋼製

支保工等に異状がないことを確認しておりま

す。 

 (2)各種観測機器等の観測値については、

既に設置しているトンネル内の変状を観測す

る機器及び地すべりの動きを観測する機器の

データを収集中でございます。 

 ３、今後の見通しとしましては、今回観測

された44スパンの内空伸縮計に見られた急激

な動きに加え、トンネルの変状や地すべりの

動きに問題点がないかを見きわめるため、各

種観測機器等のデータ全般の収集・解析を進

めてまいります。必要に応じて瀬目トンネル

検討委員会及び地盤検討委員会への意見聴取

を実施してまいります。 

 これらの結果を踏まえて通行どめを解除す

るかどうかを判断する予定です。 

 これで、道路保全課からの報告を終わりま
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す。 

 

○持田河川課長 河川課でございます。 

 次に，報告事項２をお願いいたします。 

 川辺川ダムに関する最近の状況について、

ダムによらない治水を検討する場に関する市

町村議会及び住民への説明会について、御報

告いたします。 

 なお、このページの一番下に、９月24日に

球磨村での住民説明会を行っておりまして、

あとの人数等を記載しておりますので、資料

につきましては昨日差しかえをさせていただ

いておりますので、そちらの資料のほうでよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、説明をさせていただきます。 

 本年４月24日に開催されました、第10回ダ

ムによらない治水を検討する場におきまし

て、球磨郡町村会から検討する場で検討され

てきた内容を関係市町村の議会及び住民の方

へ説明してほしいとの要望を受けました。 

 この要望を踏まえまして、国、市町村とと

もに下段の市町村議会説明会及び住民説明会

のとおり、６月から８月、９月にかけて流域

の全市町村議会それから８市町村10カ所で地

元住民の方々に対しての説明会を開催いたし

ました。 

 その説明内容についてですが、まず１ポツ

目ですが、説明会では国・県からダムによら

ない治水対策案の事業内容、実施後の効果及

び治水安全度が結果として全国の直轄河川の

水準と比べて低くなったこと、それを踏まえ

まして県として、防災・減災ソフト対策に対

して財政支援を行うことなどを説明いたしま

した。 

 また２ポツ目ですが、国・県はこれまで進

めてきました直ちに実施する対策に加え、追

加して実施する対策につきましても前向きに

進めることとし、実施に向けて検討を行って

いることを御説明いたしました。これに対し

まして、説明会ではさまざまな意見等を伺い

ました。 

 資料の裏面をお願いいたします。 

 裏面では、説明会で出されました主な意見

を記載しておりますが、代表的なものといた

しまして、上のほうから治水安全度に関しま

してはさらに高める努力をすること、それか

らその下の治水対策等に関しましては実施可

能な対策は早期に進めること、その下、遊水

池に関しましては、人吉市や球磨村のため前

向きに進めること、最後に防災・減災ソフト

対策に関しましては、冠水する県道の早急な

整備が必要であること、こういった意見や要

望が出されました。 

 それでは、この資料、表に戻っていただき

まして、中ほどの今後の対応についてでござ

いますが、説明会の意見などをしっかりと受

けとめまして、次回の検討する場の開催に向

けて国と調整を行ってまいります。 

 説明は、以上でございます。よろしくお願

いいたします。 

 

○成富監理課長 監理課でございます。 

 報告事項３、横書きの資料をお願いしま

す。 

 公共工事の品質確保の促進に関する法律の

一部を改正する法律ということで、右側の枠

にありますように、平成26年６月４日に公布

され施行されています。 

 背景と目的でございますけども、目的のほ

うではインフラの品質確保とその担い手の中

長期的な育成・確保でございます。 

 ポイントとしましては３点ございますけど

も、一番のポイントと考えてます真ん中の枠

でございますけども、発注者責務の明確化と

いうことでなっております。 

 丸の１つ目が、担い手の中長期的な育成・

確保のための適正な利潤が確保ができるよ

う、市場における労務、資材等の取引価格、

施工の実態等を的確に反映した予定価格の適

正な設定。 



第５回 熊本県議会 建設常任委員会会議記録（平成26年10月１日) 

 

 - 18 -

 丸の２つ目は、不調、不落の場合等におけ

る見積もり徴収。 

 丸の３つ目、低入札価格調査基準や最低制

限価格の設定。 

 丸の４つ目で、計画的な発注、適切な工期

設定、適切な設計変更等について、発注者責

務が明確化されてます。 

 一番最後の欄でございますけども、法改正

の理念を現場で実現するために、丸の２つ目

でございますけども、国が地方公共団体、事

業者等の意見を聴いて、発注者共通の運用指

針を策定という段取りになっております。 

 ２ページをお願いします。 

 今説明しました運用指針の策定スケジュー

ルでございますけども、平成26年６月４日に

法律の公布・施行がされてます。 

 平成26年７月上旬に発注関係事務の運用に

関する指針(骨子イメージ案)が、地方公共団

体及び建設業団体等へ示され、意見聴取がさ

れてます。後ほど御説明いたします。 

 平成26年10月上旬に今予定されてますけど

も、そういう地方公共団体や建設業団体等か

らの意見を踏まえて、発注関係事務の運用に

関する指針の骨子が再度提示される予定にな

ってます。 

 これに対しましては、同じように地方公共

団体及び建設業団体等からの意見を出すよう

になってます。 

 最後の欄でございますけども、平成26年12

月に発注関係事務の運用に関する指針が策定

される予定になってます。 

 ３ページをお願いします。 

 先ほど申しました７月上旬に示されました

骨子のイメージでございます。 

 本指針の位置づけについて等の欄でござい

ますけども、改正品確法に規定される発注者

の責務を踏まえ、各発注者が発注関係事務を

適切かつ効率的に運営をできるよう、発注者

共通のルールとして発注関係事務の各段階で

考慮すべき事項や、多様な入札契約方式の選

択・活用について、体系的かつわかりやすく

まとめるという位置づけになっております。 

 次の枠でございますけども、発注関係事務

の適切な実施についてということで、１で発

注関係事務の適切な実施ということで、(1)

で調査・設計段階、(2)で工事発注準備段階､

(3)で入札契約段階、(4)で工事施工段階、

(5)で完成後という、それぞれの段階ごとに

どういう内容をやっていかないといけないか

ということで、個別に運用が規定される予定

になってます。 

 例えば、(1)調査・設計段階では、入札契

約方式の選択ということで、総合評価方式な

んかも設計段階で設けるようにというような

運用指針が今予定されているところでござい

ます。 

 (2)の工事発注準備段階では、⑦ですけど

も、適正な予定価格の設定とか、⑨で計画的

な発注や適正な工期の設定、工事施工時期の

平準化等が規定される予定になってます。 

 (3)で、入札契約段階では、⑩ですけど

も、競争参加資格の設定に加え、予定価格の

事後公表等による適正な競争環境の確保とい

うようなことが示されております。 

 (4)工事施工段階にきますと、⑭で施工実

態、単価の変動等を踏まえた適切な契約変更

の実施、(5)では、完成後には⑱で適切な完

成検査とか工事成績評定というようなことが

規定されております。 

 ４ページをお願いします。 

 これに対しまして、熊本県からの主な意見

を記載しております。 

 御説明申し上げますと、本指針の位置づけ

についての項におきましては、右側の欄でご

ざいますけども、地域の実情に応じた指針の

運用としてほしいという意見を付しておりま

す。 

 次、１、発注関係事務の適切な実施につい

て。調査・設計段階につきましては、③の技

術者能力の資格による評価等による調査・設
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計の品質確保ということでございますけど

も、本県の意見の内容としましては、調査・

設計業務の総合評価は業務内容に応じた適用

としてほしいということで、具体的に言いま

すと、技術評価が必要な、ある程度そういう

余地がある工事に限定してほしいというよう

な意見を付しております。 

 (2)の工事発注準備段階のところでござい

ますけども、⑦で担い手の確保・育成に必要

な適正な利潤の確保のため適正な予定価格の

設定ということでございます。 

 ２点、本県からは意見を付しておりますけ

ども、実勢を十分に反映した単価となってい

ない市場単価に対する対応方法を明示してほ

しい。歩切りの定義を明示してほしいという

２点を付しております。 

 ⑨の計画的な発注や適正な工期の設定及び

工事施工時期の平準化では、ゼロ国債の拡

大、国予算内示の前倒しや迅速な交付手続な

どを記載してほしいという意見を付しており

ます。 

 (3)の入札契約段階につきましては、⑩で

競争参加資格の設定、予定価格の事後公表等

による適切な競争環境の確保では、本県の意

見は予定価格の公表時期については一律で事

後公表とせず、自治体の判断により事前公表

も可とする取り扱いをしてほしいという意見

を付しております。 

 (4)の工事施工段階⑮で、施工体制台帳の

確認等、工事中の施工状況の確認につきまし

ての本県意見でございますけども、監督体制

等の充実については、地方公共団体の職員等

にも配慮した記述としてほしいという意見を

付しております。 

 (5)の完成後の⑲で、完成後一定期間を経

過した後も含め、完成時の施工状況の確認・

評価につきましては、確認及び評価方法、そ

の後の活用方法について具体的に示してほし

いという意見を付しています。 

 ２、発注体制の強化等につきましては、⑳

で発注者自らの体制の整備ということで、本

県の意見は、地方公共団体の職員数等にも配

慮した記述としてほしいという意見を付して

おります。 

 ３、工事等の性格等に応じた入札契約方式

の選択・活用については、政策目的に応じた

入札方式の活用の例ということで、本県とし

ては、女性技術者の配置を促す方式を追加し

てほしいというような意見を付しておりま

す。 

 ５ページをお願いします。 

 予定価格、最低制限価格の設定等の状況で

ございます。 

 平成26年５月１日に本県が、県内市町村に

調査した結果でございますけども、１の予定

価格の設定につきましては、本県は、熊本県

は設定金額とおおむね同一(端数整理)をして

ます。 

 県内市町村の状況につきましては、右側で

25の団体におきまして、設計金額と異なる、

設計金額の一定の率を掛けている団体がある

という状況でございます。 

 ２の最低制限価格の設定についてございま

すけども、熊本県はおおむね90％になるよう

な設定をしております。 

 (2)の熊本県内の市町村の状況でございま

すけども、熊本県、公契連モデルというよう

なことで考えますと、おおむね90％になるよ

うに設定している団体は８団体でございまし

て、残る37団体につきましては、予定価格に

一定率を乗じ70％以上とか最低制限価格制度

なしというような状況になっております。 

 続きまして、６ページをお願いします。 

 いわゆる品確法以外の建設業法、入契法に

関する法律の概要でございますけども、概要

としましてはおおむね、入契法につきまして

は同じようにダンピング防止とか適正な工事

費内訳書の提出とかいうような規定がされて

ます。 

 建設業法では、下のピンクの欄のところで
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ございますけども、解体工事業を新設するよ

うなことが書かれてますし、⑤で施工体制台

帳の提出義務を拡大するというようなことが

書かれております。 

 それを踏まえまして７ページ目でございま

すけども、いわゆる入契法の適正化指針とい

うのが示されております。 

 改正のポイントとして２点ございまして、

１のダンピング対策の強化ということで、本

規定を根拠として低入札調査基準制度等を未

導入の地方公共団体に対し、その導入等を要

請していくというようなことが適正化指針で

示されております。 

 続きまして、２の歩切りの根絶のところで

ございますけども、矢印の一番下で、４つ目

でございますけども、この適正な積算に基づ

く設計書金額の一部を控除する、いわゆる歩

切りについては、公共工事品質確保法第７条

第１項第１号の規定に違反することから、こ

れを行わないものとするというようなことが

明示されてます。 

 枠外の矢印でございますけども、歩切りに

ついては調査を実施し、疑わしい地方公共団

体等に個別に説明聴取し、必要に応じて個別

発注者名を公表すること等により改善を促進

するというようなことが、適正化指針で書か

れている状況でございます。 

 これからは、ちょっと資料にはございませ

んけども、本県がこの品確法が出た後の動き

を、ちょっと御紹介させていただきます。資

料はございませんので口頭で説明させていた

だきますけども、まずことしの６月９日と８

月４日に県内の各市町村の契約担当の課長と

担当者に対してこの説明をいたしておりま

す。 

 ８月５日には県町村会評議員会におきまし

て、首長さんたちにこの法律の趣旨を説明し

ている状況でございます。 

 ８月18日は、県内市町村の副市町村長さん

の研修で、この状況を説明している状況でご

ざいます。 

 ９月30日、昨日でございますけども、県市

長会が定例会がございましたんで、その席に

おきましても各市町村長に対してこの品確法

の趣旨を説明している状況でございます。か

なり、これが県のほうからの説明、品確法の

説明をいたしまして、各市町村長さんのまず

一番気にされたのが、やっぱり歩切りは法律

違反になるのかならないかというのはやっぱ

り気にされました。法律違反になるというん

であれば、やっぱり改めないといけないとい

うことで、意見がその場で出てます。 

 ただ、罰則規定はあるのかという話があり

ます。この法律は罰則規定がないんで、基本

的に罰則規定がないんで、行政法上処罰はで

きないんですけども、やはりそれ以前にやは

り違反という言葉にかなり敏感に反応されま

したんで、かなり意識は高まっておりますん

で、歩切りというのは多分改善していくと思

います。ただ、やっぱり一番各首長さん方が

言っておられるのは、やっぱり予定価格を設

定する前の設計が一番の問題だと。まず設計

の段階で、やはり予算の問題とかいろいろ絡

んで、ここでまず適正な設計価格を定めれる

かどうか、ここが一番の課題ということで、

その辺は県と国に対してのいろいろな、労務

単価の設定のあり方とかいろいろなことにつ

いて、またあと予算の仕組みとかこの辺も県

も一緒に応援してくださいというような意見

もいただいてますんで、その辺は一緒にやっ

ていきたいと思ってます。 

 以上でございます。 

 

○東充美委員長 以上で、報告は終了いたし

ました。 

 この３件について、これから質疑を受けた

いと思います。この件に関しまして質疑ござ

いませんか。 

 

○磯田毅委員 今、歩切りについてちょっと
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説明ありましたけれども、この前の一般質問

の中で25市町村がまだ歩切りしているという

ことで、徐々になくなっていくだろうという

のは、どれぐらいの期間で指導されるのかで

すね、罰則がないという中でですね。しか

し、やはり違反は違反という中で、ある程度

の目標期間ですね、そういったものはないの

でしょうか。 

 

○成富監理課長 法律が６月４日に公布さ

れ、同時施行されてますんで、もう既に違反

状態のところ、今つくれば違反の状態でござ

います。 

 ただ国のほうは、今運用指針をつくってい

る状況でございますんで、これが年内12月に

出ますんで、段階的には私どもとしてはでき

るだけ早くと、来年の４月を待たずに、でき

るだけ早く歩切りについては改めていただき

たいということで取り組んでいきたいという

ふうには思ってます。 

 

○東充美委員長 よろしいですか。 

 ほかに質疑ございませんか。(｢ちょっと今

ので」と呼ぶ者あり) 

 

○大西一史委員 品確法の関係で、運用指針

に関する熊本県からいろいろ意見を言われて

ますけども、これに対しては取りあえず言っ

たというだけで、何か反応はあっているんで

すかね。 

 

○成富監理課長 今のところ次に10月上旬に

また運用指針が、私どもの意見とかほかの意

見を踏まえて改善されてきますんで、それを

見てどこまで反映していくかというのは確認

できるというふうに思ってます。 

 

○大西一史委員 では、作業としてはこの運

用指針に対しては、まだいろいろきちっと提

言をしていくとか、あるいはその修正を求め

ていくとかということは、まだやっていかれ

るということの認識でいいですね。 

 

○成富監理課長 はい、そういうことでいい

と思ってます。 

 

○大西一史委員 はい、わかりました。結構

です。 

 

○東充美委員長 よろしいですね。 

 ほかに質疑はございませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○東充美委員長 なければ、これで報告に対

する質疑を終了いたします。 

 次に、その他で何かございませんか。 

 

○緒方勇二副委員長 済みません、最後にな

って。 

 今、品確法のことで説明もございましたけ

ども、この中で人材育成の観点が随分言われ

ているんですが、その前段として今まで建設

されてきた今後が維持更新の問題、老朽化問

題ですよね。そのときに担い手がこれだけ不

足してきた、あるいは施工体制台帳もいろい

ろと取り組まれてやってこられて、この劣化

のスピードというのはどういう、そういう数

字は出てないですかね。例えば、一時期から

すると技能者の質の問題とか施工の品質の問

題等でですよ、随分ここまで進んできて、こ

ういうことをつくらざるを得なかったという

ことに鑑みれば、今までその劣化のスピード

というのは人の手に頼った部分が多かったと

思うんですけども、今後こうやらなければな

らないほど、やっぱり品質が問われる時代な

んでしょうけど、どうなんですか劣化は。私

は、明らかに、例えばいい仕事をしてるとか

施工のできばえとかですね、技術者から見た

ら、これはいかがなもんだろうという、やっ

ぱりあると思うんですよ。ですから、例えば

技術者側の発注者側にしても、その目が随分
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と下がってきたんじゃないかなという気もし

ますし、請け負う側もやっぱりいいものをつ

くってきちんとというような、そういう気概

を持った職人の末端まで、それが随分と失わ

れてきたんじゃないのかなというような心配

もしてるんですけど、そういうものが数字と

しては出てこないんだろうて思うんですけど

も、例えば普通であれば20年持つものが15年

ぐらいでこういう状況に陥ったとかいうよう

な、何か事例とかあります。 

 

○猿渡土木部長 今お話しいたしましたよう

に、建設業といいますのは、やはり、例えば

熊本で言いますと熊本広域大災害からの復

旧・復興でありますとか、あるいは防災・減

災そしてまた老朽化対策とか耐震化とか、い

ろいろなその担い手として大変その役割は増

大をしているわけです。ただ、一方で建設投

資の急激な減少とかいうのがありまして、そ

の競争の激化によりまして環境が悪化して、

もう現実に若手技能者の確保であるとかある

いは高齢化であるとか、そういった問題が発

生をしております。 

 そういう中で、前回の委員会でもお話しい

たしましたように、県とそれから業界と、そ

れから教育の関係も含めまして、建設産業の

担い手、人材確保・育成というようなことの

検討会を今しておりますので、そういう中で

いろいろ検討していきたいなというふうに思

っているのが１点です。 

 それから、確かに老朽化というものは相当

進んでおります。もう我々県としましては平

成20年ぐらいから維持管理行動計画、維持管

理行動計画というものを先駆けてやりまし

て、ずっとこつこつと、できることからこつ

こつやろうということでやってきているとこ

ろでございます。 

 そういう経験も踏まえまして、御承知のと

おりなんですけど、維持管理計画ということ

で、もう既に相当の維持管理計画を策定して

おります。その維持管理計画に基づきまし

て、橋梁等につきましても、かなり前倒しで

修繕を、修繕といいますか予防的保全をやっ

ているようなところでございます。 

 今後とも、そういった取り組みをしっかり

と進めていかなければならないなというふう

に考えているところでございます。 

 答えになってないかもしれませんけど、以

上でございます。 

 

○東充美委員長 いいですか。 

 

○緒方勇二副委員長 行動計画もつくられて

やっておられるということで安心もするんで

すが、これは１つの事例かもしれません、

今、大工さんで、40代、50代が、この世代が

多分、抜ければ大変なことになるだろうとい

うふうに感じるんですよ。ということは、ど

ういうことが世の中で起きているかなという

ことでいけば、公共工事じゃないですよ、例

えばハウスメーカーで、１坪をですよ、１坪

を１万5,000円で手間請けしておるわけです

よね。普通１坪は３人工から４人工ぐらいか

かりますよ。ということは、夜遅くまで仕事

をしているはずですよ、じゃないと利益が出

らんから。ということは、施主様側から見れ

ば夜遅くまで御苦労さんです、ありがとうご

ざいます、早くつくっていただいてみたいな

話になるわけですよ。ところが、そこには今

度は若手を、魅力ある産業として入れて育て

る環境にはまずないですよ、これ。ハウスメ

ーカーなんか、いいハウスメーカーになると

坪60万とか70万の世界でしょう。そのうちの

手間請けの部分が１万5,000円ですよ。普通

３人工から４人工かかりますよ、私の経験則

からしても。だけど、そうなってないことを

考えれば、やっぱり在り方検討会でされると

きに、やっぱり人材育成で農業で言うところ

でいけば、青年就農給付金みたいな、やっぱ

り給付型の、やっぱり大学とかに行かれる子
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供さんたちは多いけども、奨学金で行かれ

て、後、非正規雇用になって返還ができない

人たちもおる。であるならば、新たな担い手

を確保すっためにも、やっぱ鉄は熱いうちに

打たないかぬもんですから、弟子制度に入れ

たりとかしながら給付もして、そして返済が

滞っている奨学金にそれは充当しなさいと

か、何かそういうですね、若年者が何年かし

てから、離職してから再教育訓練とかして

も、なかなかいかぬと思いますよ。そういう

ことも考えていただければなと思うんですよ

ね。準備型から経営型で７年間の150万です

よ、農業は。で、稼げる農業を実践している

ところで修行をしながら自立経営に踏み出し

ていかれるんですけど、もう私はこの人材育

成、建設産業における、これもちょっとその

額はいろいろありましょうけど、もう少し視

点を、若年技能者とか資格とか、そういうス

キルアップのための事業はありますけどね、

しかし、まずは参入、入ってきてもらうため

の入口の部分への給付型も、もうそろそろ考

えないと、これなかなか人材確保はできぬと

思うんですが。 

 そういう劣化のこととか今回の３法の改正

とかを見ながら、そういうふうに思ってしま

うんですけど、まあこれはもう答えは要りま

せんけど、ぜひとも検討いただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

○東充美委員長 よかですか、答え。 

 

○緒方勇二副委員長 はい。何かあれば。 

 

○成富監理課長 貴重な意見ということで、

検討させていただきたいと思います。ありが

とうございます。 

 

○東充美委員長 じゃ、ほかにございません

か。 

 なければ、以上で本日の議題は全て終了い

たしました。 

 最後に、要望書が２件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付いたし

ております。 

 次回の委員会につきましては､11月７日金

曜日、午後１時から、県内の各建設産業団体

との意見交換を予定をいたしております。 

 なお、正式通知につきましては後日文書で

行いますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 それでは、これをもちまして第５回建設常

任委員会を閉会いたします。どうもお疲れで

ございました。 

  午前11時37分閉会 
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